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⼤項⽬ 第２回部会終了後
の追加質問の状況

第３回部会で
審議いただきたい論点

（１） ⽔稲の作付⾯積に係る調査の
効率化

■⽔稲の作付⾯積について、⾏政記録情報等
を活⽤
■これにより、これまで同様の公表を維持しつつ、
地⽅農政局等の職員及び統計調査員が⾏って
いた実測調査(全国で約10,000単位区)を取り
やめ

７年産から実施 おおむね了承
ただし課題ありの
可能性

（２） さとうきびに係る調査の効率化 ■⿅児島県及び沖縄県を対象地域とする「さと
うきび」に係る調査（作付⾯積調査・収穫量調
査）について、⿅児島県のうち、屋久島以外の
島しょ部は、⿅児島県庁が公表する情報を活⽤
■これにより、本調査の報告者数を縮減した上
で、従前同様の公表を維持

７年産から実施 了承

「作付⾯積調査」を農林業経営体に対しても実施

ア 「作付⾯積調査」の調査対
象の変更

■関係団体等における作付⾯積に関する情報
の把握状況の低下を踏まえ、関係団体等に対し
て⾏っていた「作付⾯積調査」の調査対象に経
営体を追加

７年産から実施 了承

イ 農林業経営体に係る標本
設計の変更

■経営体から得られる作付⾯積の情報を、これ
まで同様、単収の推計に活⽤しつつ、新たに作
付⾯積⾃体の推計にも活⽤（情報活⽤の多
元化）できるようにするため、経営体の標本設
計を変更（作物ごと・都道府県ごとに⼤中⼩の
階層に区分した上で、⼤規模は悉皆調査、中
⼩規模は標本調査）
■なお、経営体の⺟集団から、団体のみに出荷
している経営体を除き、団体への調査と経営体
への調査で把握内容が重複しないよう配慮

７年産から実施 現状では、特に異
論が⽰されていな
い
ただし、７年産・８
年産の結果を踏ま
えて、標本設計の
⾒直しの余地あり

ウ 調査票の構成を再編、⼀
部の調査票について調査事項
を変更

■本調査で⽤いる調査票について、令和７年
産調査・８年産調査の⼆段階で再編
■ただ、これまでの経営体に対する「収穫量調
査」においても、作付⾯積が調査事項とされてい
る。そのため、多くの調査票で様式番号や表題の
変更が⽣じるものの、調査事項が追加される調
査票は限定的。

（３）に連動し、
７年産と８年産
の⼆段階で順次
変更

現状では、特に異
論が⽰されていな
い

■⾯積項⽬の追
加内容と報告負
担（⼩⻄臨時委員
１）

■試⾏調査におけ
る誤回答率の解釈
と、変更後の対応
（⼩⻄臨時委員２）

（２） 調査⽅法の変更 ■地⽅農政局等を経由する郵送⼜はオンライン
調査を、以下のとおり変更

＜関係団体・中⼩規模の経営体＞
　郵送⼜はオンライン調査を⺠間委託化

＜⼤規模の経営体＞
　職員⼜は調査員調査を導⼊

７年産から実施

（注）８年産に全国
調査を⾏う果樹等に
係る経営体調査につ
いては、７年産におい
ては、現⾏の標本設
計（規模区分を設け
ない）で⾏われること
から、すべて⺠間委託
で⾏う。

第２回部会におい
て、論点回答まで
終了
第３回部会では、
追加質問への回答
の後、論点につい
て本格的な質疑

■地⽅農政局、統計
調査員及び⺠間事業
者の役割分担と、その
合理性

■⼤規模階層に職
員・調査員調査を新
規導⼊する必要性と将
来的な継続可能性

（３） 全国調査の実施周期の変更 ■⽔稲以外の作物について、３年⼜は６年ごと
に⾏っていた全国調査を５年ごとに統⼀

（注︓全国調査の実施年以外は、主産県調査を実施。
したがって、主産県については、毎年調査）

令和７年産を起
算年にするグルー
プと令和８年産を
起算年にするグ
ループに区分して
実施（これまでの
全国調査の実施
年との関係を考
慮）

■⺟集団名簿の
劣化による集計結
果への影響（第１
回部会後の質問、宇
南⼭臨時委員）

■2つのグループに分け
るに当たり、７年産と
８年産とする必要性と
問題点

（４） ⼀部作物の調査時期の変更 ■⼀部作物（⼤⾖、果樹）の「作付⾯積調
査」について、「収穫量調査」の時期に⼀体的実
施

（特になし）

（５） ⼀部作物の公表時期の変更 ■⼀部作物（⼤⾖、果樹、かんしょ、そば、さと
うきび）について、公表時期の変更
（注︓⼤⾖、果樹については、（４）に連動）

■（５）に伴い、「耕地⾯積調査」の詳細（確
報に相当）の公表時期を変更
（注︓公表時に、果樹の「作付⾯積調査」の集計
結果を活⽤しているため）

第３回部会（2/14）

中項⽬

○作物統計調査の部会審議進捗状況
答申案作成時の項⽬名

変更内容 実施時期
第２回部会

（1/24）までの
審議状況

１ ⾏政記録情
報等の活⽤による
調査の効率化

２ ⽔稲以外の
作物に係る調査
の変更

（１）

第３回部会で審
議予定

７年産から実施

３　耕地⾯積調査に係る公表時期の変更

■利活⽤上の⽀障の
有無を確認

■「作付⾯積」と
「収穫量」の集計
⽅法の変更前後
の⽐較（⼩針専⾨
委員１・２）

■変更前後におけ
る集計結果の継続
性（⼩針専⾨委員
３・櫨部会⻑）


